
憲法は誰が守るもの？

洛
西
生
協
前
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ

29
日
行
動
に
参
加
を

10
月
29
日(

日
）

午
後
4
時
か
ら

4
時
30
分

境
谷
本
通

福
西
東
通

生
協
角

主
催

洛
西
平
和
ネ
ッ
ト

洛
西
平
和
ネ
ッ
ト

発
行

２
０
２
３
年
10
月
15
日

事
務
局
連
絡
先
Ｔ
Ｅ
Ｌ

０
９
０
ー
７
８
８
５
ー
２
４
３
０

大
軍
拡
・
大
増
税
を
や
め
さ
せ

ま
し
ょ
う
。
消
費
税
下
げ
ろ

イ
ン
ボ
イ
ス
反
対

https://9zyo.com/

戦
争
反
対

10
月
19
日
戦
争
法
廃
止
宣
伝

ア
メ
リ
カ
言
い
な
り
で
軍
拡
進
め
る
岸
田
政
権
、

集
団
的
自
衛
権
で
日
本
を
ア
メ
リ
カ
の
戦
争
に
引
き

ず
り
込
む
、
戦
争
法
を
廃
止
さ
せ
ま
し
ょ
う

10
月
19
日(

木
）

午
後
５
時
～
５
時
30
分

阪
急
桂
駅
西
口

午
後
６
時
30
分
か
ら
市
役
所
前
で
宣
伝
・
デ
モ
も
あ
り
ま
す
・

よ
び
か
け

西
京
九
条
の
会
連
絡
会
・
洛
西
平
和
ネ
ッ
ト

守
ら
ぬ
者
を
政
権
に
置
け
な
い

第
九
十
九
条

天
皇
又
は
摂
政
及
び
国
務
大
臣
、
国
会
議
員
、
裁
判
官
そ
の
他
の
公
務

員
は
、
こ
の
憲
法
を
尊
重
し
擁
護
す
る
義
務
を
負
ふ
。

第
九
十
七
条

こ
の
憲
法
が
日
本
国
民
に
保
障
す
る
基
本
的
人
権
は
、
人
類
の
多
年
に
わ
た
る
自
由

獲
得
の
努
力
の
成
果
で
あ
つ
て
、
こ
れ
ら
の
権
利
は
、
過
去
幾
多
の
試
錬
に
堪
へ
、
現
在
及
び
将

来
の
国
民
に
対
し
、
侵
す
こ
と
の
で
き
な
い
永
久
の
権
利
と
し
て
信
託
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

第
九
十
八
条

こ
の
憲
法
は
、
国
の
最
高
法
規
で
あ
つ
て
、
そ
の
条
規
に
反
す
る
法
律
、
命
令
、
詔

勅
及
び
国
務
に
関
す
る
そ
の
他
の
行
為
の
全
部
又
は
一
部
は
、
そ
の
効
力
を
有
し
な
い
。

②

日
本
国
が
締
結
し
た
条
約
及
び
確
立
さ
れ
た
国
際
法
規
は
、
こ
れ
を
誠
実
に
遵
守
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
。

徴
兵
制
を
禁
じ
た
条
文

第
十
八
条

何
人
も
、
い
か
な
る
奴
隷
的
拘
束
も
受
け
な
い
。
又
、
犯
罪
に
因
る
処
罰
の
場
合
を
除

い
て
は
、
そ
の
意
に
反
す
る
苦
役
に
服
さ
せ
ら
れ
な
い
。

国
民
生
活
を
保
障
し
た
条
文

第
二
十
五
条

す
べ
て
国
民
は
、
健
康
で
文
化
的
な
最
低
限
度
の
生
活
を
営
む
権
利
を
有
す
る
。

②

国
は
、
す
べ
て
の
生
活
部
面
に
つ
い
て
、
社
会
福
祉
、
社
会
保
障
及
び
公
衆
衛
生
の
向
上
及
び

増
進
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

憲
法
を
改
悪
さ
せ
な
い
の
は
国
民
の
努
力

第
十
二
条

こ
の
憲
法
が
国
民
に
保
障
す
る
自
由
及
び
権
利
は
、
国
民
の
不
断
の
努
力
に
よ
つ
て
、

こ
れ
を
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
又
、
国
民
は
、
こ
れ
を
濫
用
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
つ

て
、
常
に
公
共
の
福
祉
の
た
め
に
こ
れ
を
利
用
す
る
責
任
を
負
ふ
。

改
め
て
憲
法
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

憲
法
は
国
民
が
守
る
物
な
の
で
し
ょ
う
か
。

99
条
に
誰
が
尊
重
・
擁
護
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
か
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

国
民
に
求
め
て
い
る
主
な
も
の
は
？

第
二
十
七
条

す
べ
て
国
民
は
、
勤
労
の
権
利
を
有
し
、
義
務
を
負
ふ
。

第
三
十
条

国
民
は
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
納
税
の
義
務

を
負
ふ
。

日
本
国
憲
法
公
布
の
日

11
月
3
日(

金
・
祝
）
円
山
集
会

午
後
1
時
30
分
開
会

阪
急
桂
駅
西
口
宣
伝

午
後
12
時
か
ら
12
時
30
分

よ
び
か
け

西
京
九
条
の
会
連
絡
会
・
洛
西
平
和
ネ
ッ
ト

維
新
が
求
め
る
憲
法
に
緊
急
事
態
条
項
新
設
で
憲
法
は
死
ぬ



消費税の役割は社会保障のためではなく

国民の財産を奪い大企業に付け替えるためだった

肥
え
太
る
大
企
業

①
上
図
は
消
費
税
が
課
税
さ
れ
て
か
ら
35

年
間
の
消
費
税
額
と
法
人
税
、
所
得
税
の

割
合
を
示
し
て
い
ま
す
。

消
費
税
が
始
ま
っ
た
１
９
８
９
年
で
は

法
人
税
は
１
９
兆
円
、
消
費
税
は
３
％
で

３
～
５
兆
円
で
す
。

２
０
２
３
年
度
予
算
で
は
法
人
税
は
14

兆
円
、
消
費
税
は
23
兆
円
を
超
え
さ
ら
に

物
価
高
で
大
き
く
上
ブ
レ
す
る
予
想
で
す
。

②
左
上
図
は
実
質
賃
金
は
大
き
く
減
り
そ

れ
と
真
逆
に
内
部
留
保
金
は
大
き
く
伸
び

て
い
ま
す
。

も
っ
と
消
費
税
を
上
げ
よ

経
団
連
が
少
子
化
対
策
を
含
め
た
社
会

保
障
制
度
の
維
持
の
た
め
の
財
源
と
し
て

中
長
期
的
に
は
消
費
税
の
引
き
上
げ
が

「
有
力
な
選
択
肢
の
一
つ
」
と
主
張
し
て

大
き
な
怒
り
が
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
い
っ

た
い
ど
れ
だ
け
儲
け
た
い
の
で
し
ょ
う
か
。

そ
し
て
自
民
党
に
政
治
献
金
が
ほ
し
か
っ

た
ら
財
界
の
言
う
こ
と
を
聞
け
と
要
求
す

る
始
末
。
そ
れ
に
答
え
る
自
民
党
。

輸
出
企
業
は
海
外
へ
輸
出
す
る
と
き
消

費
税
を
全
額
「
還
付
」
さ
れ
て
い
ま
す
。

西
京
区
を
管
轄
す
る
右
京
税
務
署
の
消
費

税
は
赤
字
に
な
っ
て
い
ま
す
。

村
田
製

作
所
な
ど
輸
出
企
業
が
「
輸
出
還
付
金
」

を
ご
っ
そ
り
持
っ
て
行
く
か
ら
で
す
。

（
ワ
ー
ス
ト
一
位
は
愛
知
、
ト
ヨ
タ
自
動

車
が
あ
る
豊
田
税
務
署
）

ア
メ
リ
カ
と
財
界
言
い
な
り
政
治
を
変
え
る

①

大
企
業
の
ボ
ロ
儲
け
の
鍵
は
消
費
税
を
上
げ
法
人
税
を

下
げ
る
。

②

労
働
者
を
安
く
働
か
し
、
非
正
規
労
働
者
を
拡
大
し
利

益
を
上
げ
る
。

③

今
に
も
戦
争
が
起
こ
る
か
の
不
安
を
あ
お
り
、
軍
拡
予

算
を
増
や
し
米
国
製
高
額
武
器
を
買
い
込
む
。

こ
の
3
つ
の
逆
を
行
え
ば
国
民
生
活
を
ま
と
も
に
す
る

事
が
出
来
ま
す
。

◎

消
費
税
減
税

◎

大
幅
賃
上
げ

◎

平
和
な
日
本
を

岸
田
内
閣
を
辞
め
さ

せ
よ
う


